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令和８年度豊能町　社会福祉法人等指導監査実施方針 

 

この方針は「豊能町社会福祉法人等指導及び監査実施要綱」に基づいて、各年度に

おける指導監査の基本的な考え方や具体的実施方法等を定め、計画的に指導監査を実

施するために策定する。 

 

１ 基本的考え方 

本町においては、これまで社会福祉法人等（以下「法人」という。）が、町民の

ニーズに応え、質の高い福祉サービスを提供できる拠点として積極的な役割を果

たすとともに、健全な業務・財務運営の確保が図られるよう、大阪府と相互に連

携し指導監査を実施してきた。 

指導監査の実施にあたっては、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通

知等に定められた法人として遵守すべき事項について、社会福祉法人指導監査実

施要綱（平成 29 年 4 月 27 日付け厚生労働省三局長通知）で示された「指導監査

ガイドライン」に基づき適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営が行われて

いるかどうかの確認を行うものとする。 

 

２ 指導監査の実施方法及び具体的取扱いについて 

指導監査は、実地による一般監査を基本とし、町内の対象法人に対して実施す

るものとする。なお、必要がある場合は、リモートや書面による指導監査も実施

できるものとする。実施にあたっては、事前書類のやり取りなど、できるだけ、

法人及び施設側の事務的な負担を軽減するように努める。 

また、今年度の指導監査については、過去の指摘事項の内容を踏まえ、法人が不

得手とするところの指導や助言を行い、より適正な運営が自律的に行うことがで

きるように努める。 

 

なお、指導監査全般の具体的な取り扱いについては、次のとおりとする。 

（１）法人に対する指導監査の実施について 

① 優良又は良好な運営が確保されている法人に対する指導監査 

次のいずれかに該当する法人については、原則として３年度に 1回とす

る。 

(ア) 当該法人の運営について、法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が

認められないこと。 

(イ) 当該法人が経営する施設及び事業について、施設基準、運営費並びに報

酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。 
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② 特に優良な運営が確保されている法人に対する指導監査 

①にかかわらず、①の（ア）及び（イ）に掲げる事項について問題が認めら

れない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の

作成する会計監査報告等が一定の要件を満たしている場合にあっては、毎年

度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性

及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保され

ていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、４年度又は５年度に１

回に延長することができる。 

 

③ 良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めている法人に対する指導監査 

①にかかわらず、①の（ア）及び（イ）に掲げる事項について問題が認めら

れない法人のうち②に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への

取組が適切に行われ、次に掲げるいずれかに該当する場合にあっては、良質

かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると所轄庁が判断するときは、一

般監査の実施の周期を４年度に１回に延長することができる。 

(ア) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サ

ービスの質の向上に努めていること（一部の経営施設のみ福祉サービス第

三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して

判断する。）又は ISO9001 の認証取得施設を有していること。 

(イ) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。 

(ウ) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでい

ること。 

 

④ 懸案事項を抱える法人に対する指導監査 

運営全般について重大な指導（指摘）を行った法人については、問題の早

期解決と適正な法人運営を確保するために、継続的かつ重点的に指導監査を

実施する。 

 

⑤ 新設の法人に対する指導監査の実施 

新設の法人については、適正な運営に資するために、できる限り早期に指

導監査を実施する。 

 

（２）定員 29 人以下の特別養護老人ホームに対する指導監査の実施について 

施設監査の対象は、定員 29 人以下の特別養護老人ホームとし、施設種別ご

とに定められた個別法及び指導監査実施要綱に基づき指導監査を実施する。 
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（３）関係行政機関等との連携による指導監査の実施 

大阪府等関係行政機関と共管する法人又は施設については、相互に情報の

交換を図る等、緊密に連携しながら合同又は同時指導監査を実施し、より効

果的な指導監査に努める。また、必要に応じて当該事業担当と連携及び協力

して指導監査を実施する。 

 

（４）会計の専門家を同行させた指導監査の実施 

指導監査の充実を図るため、必要に応じて町が非常勤として嘱託した公認

会計士の資格を有する会計指導員を同行させて指導監査を実施する。 

 

（５）随時指導監査の実施 

法人において、運営等に問題が発生した場合や利用者等の関係者からの通

報や苦情、現況報告書の確認の結果等により問題が生じているおそれがある

と認められる場合は、随時に指導監査を実施する。 

 

（６）特別監査の実施 

法人が、一般監査による度重なる指導にもかかわらず正当な理由もなく改

善を行わない場合及び不祥事案を起こした場合又はそのおそれがあると認め

られる場合には、特別監査を実施する。 

特別監査の手法については、その監査の目的となる問題に特化して行うな

ど、状況に応じて指導監査を行うことができるものとする。 

 

（７）計画的な指導監査の実施 

　　　　 指導監査を確実に実施するために、広域福祉課は以下の確認・進行管理を

徹底する。 

① 監査の進行管理の徹底 

(ア)　広域福祉課長は、指導、監査業務の年間、月間、週間の各スケジュー

ルの課内共有を行う。 

(イ)　広域福祉課長は、監査に着手した案件別に監査執行管理表を作成する。 

(ウ)　広域福祉課長は、毎週末に年間、月間、週間の各スケジュールを確認

するとともに、監査執行管理表により進捗状況の確認・進行管理を徹底

する。 
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② 監査対象法人からの申し出事項の確実な把握と対応 

(ア)　広域福祉課長は、毎朝、監査対象法人からの申し出事項の有無を確認

し、申し出があった場合には、対応を指示するとともに、対応を指示し

た事項がある場合には、対応状況を確認する。 

 

③ 進行の遅れに対する組織的な対応 

(ア)　広域福祉課長は、進捗管理において遅れが生じていること、あるいは

業務の重複などにより遅れが生じる見込みが判明したときは、速やかに

部長に報告するとともに、課内での応援体制をとるほか、預かった書類

はコピーをとって返却するなど監査対象の業務に大きな支障をきたさ

ない措置を行う。 

(イ)　上記の報告を受けた部長は、その後の対応について確認し、業務の過

度な集中が認められるときは部内での応援体制をとる。 

 

④ 監査担当者の業務 

(ア) 監査の執行 

・　着手した案件に関する監査執行管理表に基づく監査を執行する。 

・　毎週末に監査の執行状況を広域福祉課長へ報告する。 

・　監査執行管理表に記載の予定より遅れる事項に気づいた場合は、気づ

いた時点で広域福祉課長に報告し、指示を仰ぐ。 

(イ) 監査対象法人からの申出・連絡への対応 

・　監査対象法人からの申出・連絡について、毎朝、広域福祉課長に報告

する。 

・　監査対象法人からの申出・連絡に対し、広域福祉課長から指示された

対応を行う。 

・　広域福祉課長から指示された対応を行った結果を対応直後に広域福祉

課長に報告し、追加の対応について指示がなくなるまで対応と報告を繰

り返す。 

 

 

３　指導監査事項について 

（１）法人監査における指導監査事項 

【法人運営関係】 

① 定款変更の状況（社会福祉法の改正、事業内容変更等に伴うもの） 

② 理事長専決事項等に関する定款細則の整備 

③ 組合等登記令に基づく登記 
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④ 理事、監事及び評議員の選任と構成 

⑤ 理事、監事及び評議員の適格性 

⑥ 理事会及び評議員会の適切な開催、要審議事項の審議 

⑦ 役員等報酬の支給状況（勤務実態及び役員等報酬支給基準の確認） 

⑧ 監事監査の適正執行と理事会への報告 

⑨ 公印規程、就業規則、給与規程、経理規程等の諸規程類の整備 

【資産管理関係】 

① 基本財産・その他財産等の区分及び管理 

② 債権・債務の管理（不適切な債務の解消） 

【法人会計関係】 

① 社会福祉法人会計基準及び経理規程等に基づく会計経理及び契約 

② 内部牽制体制の確立 

③ 当期末支払資金残高（繰越金）、積立金、引当金の適正な処理 

④ 契約及び寄附金の取扱い 

⑤ 適正な拠点区分及びサービス区分の設定 

【その他】 

① 法令に定める情報の公表 

② 個人情報の適正な取扱いの確保 

 

（２）施設監査における指導監査事項 

Ⅰ 運営の適正実施の確保 

【施設運営関係】 

① 適切な事業計画の策定 

② 人事管理の適正化 

③ 就業規則、給与規程、経理規程等の諸規程類の整備等  

④ 設備及び運営基準に基づく施設設備の適切な維持管理 

⑤ 感染症及び食中毒対策の確立 

⑥ 個人情報の適正な取扱いの確保（個人情報保護規程の整備） 

【施設会計関係】 

① 会計経理の適正運用 

② 法人会計基準及び経理規程等に基づく会計経理及び契約 

③ 措置費等の弾力運用に係る要件遵守及び適正な会計処理等 

【その他】 

① 安全確保対策の充実強化 

(ア) 避難、消火訓練の実施及び非常時における地域の協力体制の確保 
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(イ) 消火設備その他の非常災害に際しての必要な設備の整備 

② 不祥事防止対策の確立 

(ア) 施設の会計事務処理の執行管理体制の強化 

(イ) 相互牽制機能の強化及び内部監査の実効性の確保、外部監査の導入 

③ 自主的情報開示の推進（提供するサービスの内容、業務及び財務内容） 

 

Ⅱ 適切な利用者支援の確保 

① 利用者の意向及び希望の尊重 

② 利用者の権利擁護の視点からの適切な支援の確保 

③ 虐待防止への取組み 

④ 利用者支援の充実 

⑤ 事故防止の取組み及び事故発生時の適切な対応 

 

Ⅲ 必要な職員の確保と職員処遇の充実 

① 職員の確保及び定着化 

② 労働時間の短縮等労働条件の改善 

(ア) 労働時間と休憩等の取扱い 

(イ) 夜勤、宿日直の取扱い 

(ウ) 職員健康診断の適正な実施 

(エ) 退職手当共済制度への加入の適正化 

(オ) 業務体制の確立と業務省力化の推進 

(カ) 職員研修等資質向上対策の推進（人権啓発、虐待防止、衛生管理に係

る研修受講の推進及び伝達研修等内部研修の充実等） 

(キ) 福利厚生等の士気高揚策の充実 

 

４　改善状況の確認 

指導監査の結果、法人等に対し文書により改善指導を行った事項については、

改善状況が確認できる挙証資料の添付を義務付け、その内容を精査した上で、改

善等が確認できない場合は、必要に応じて追加資料等の提出や理事長等からの説

明を求めるなど、改善・是正措置の徹底を図ることとする。


